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報 告 
「ロシアビジネス契約」 

松嶋 希会（アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 
  

日 時 1月31日（木） 14:00～15:30 

  

場 所 ロシアNIS貿易会会議室（東京都中央区新川1-2-12 金山ビル5F） 

  

参 加 資 格 
ロシアNIS貿易会の会員企業 

大口会員：3名様まで 正会員：2名様まで 準会員：1名様まで 
  

参 加 費 無料（先着35名様） 

  

お 問い 合わ せ 先 
Tel：（03）3551-6218 Fax：（03）3555-1052 

担当：大内、斉藤 

 

 

 ロシアNIS貿易会では1月31日（木）に「ロシアビジネス契約」と題する報告会を開催いたしますので、ご

案内申し上げます。 

 日本企業の方々から、ロシア企業をディストリビューターに指名したい、取引相手の親会社から保証を

とりたい、ついては契約するに当たりロシア法がどうなっているか教えてほしい、というご質問をいただく

ことがあります。そもそも、このような取引にロシア法は関係するのでしょうか？ 関係するとしたら、どの

ように関係するのでしょうか？ 

 ビジネス契約でロシア法をどこまで考慮しなくてはいけないのかは、当事者、契約の種類やビジネス状

況により、異なります。今回の報告会では、この問題をテーマに、弁護士の松嶋希会さんにご講演いた

だきます。ディストリビューター契約、保証契約、担保契約といった具体例を取り上げて、法的観点、実

務的観点から、解説していただく予定です。 

 参加をご希望の方は、別添の参加申込書にご記入の上、Eメール（seminar@rotobo.or.jp）またはFaxに

てお申し込みください。ご参加は、大口会員：3名様まで、正会員：2名様まで、準会員：1名様までとさせ

ていただき、これらを超えた場合には社内で調整していただくこととなりますので、あらかじめご了承くだ

さい。お申し込みは先着順で、定員（35名様）に達し次第締め切らせていただきます。 

報告会のご案内 



（別添） 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

ロシアNIS経済研究所 宛て （担当：大内、斉藤） 

FAX：03-3555-1052 / E-mail：seminar@rotobo.or.jp 

 

ROTOBO月例報告会 

ロシアビジネス契約 
 

日時：1月31日（木） 14:00～15:30 

場所：ロシアNIS貿易会 会議室 

参 加 申 込 書 
 

(1)申込者氏名  

(2)勤務先名称  

(3)所属部署  

(4)役職  

(5)勤務先TEL  

(6)E-mail  

 

ロシアNIS貿易会 地図 

 
最寄駅：地下鉄東西線または日比谷線の茅場町駅 


